
東かがわ市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により経
費が増加する中、その影響を価格に転嫁することができず、公定価
格でサービスを維持しながら運営を続けている医療施設等に対し、
支援金を交付します。

お 問 い 合 わ せ 先

提 出 先 及 び

郵 送 時 の 宛 先

申請時に令和６年度香川県医療・福祉施設応
援金事業の支給決定通知書【医療施設等に対
するものに限る】（写し）を添付してください。

 〒769-2792
  東かがわ市湊1847-1
  東かがわ市　長寿保健課　保険・年金グループ
  　　　　　TEL：0879-26-1360

□郵送の場合は、

　 令和７年５月30日の消印有効

そ の 他

申 請 受 付 期 間 令和７年５月30日（金）まで

□長寿保健課の受付時間は、

　 午前８時30分から午後５時15分まで（開庁日に限る）

申請に必要な書類を長寿保健課に提出または郵送し
てください。

受けている者

支 援 金 の 額 裏面、別表のとおり

申 請 の 方 法

支 援 金 交 付 対 象 者 令和７年４月１日から申請日まで継続して、東かがわ

市内で医療施設等を開設している事業者で、香川県

医療・福祉施設応援金事業【医療施設等】の対象と

なる事業者のうち、令和６年度において支給の決定を

東かがわ市医療施設等支援金



（３）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

　 に関する法律第９条の３の規定による届出をし

　 た施術者が、専ら出張によって従事する業務

　　保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。

　 2　この表において「病床数」とは、令和６年10月１日から令和７年３月31日ま

　  での間において、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した

　　病床数をいう。

病院 病院
360+

2.5×病床数

助産所等 50

薬局等 25

（４）歯科技工所

備考

　 1　病院、診療所及び薬局は、健康保険法第63条第３項第１号に規定する

　 なお、同じ住所地（建物内）において、施術室を

　 分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又

　 はきゅうを業とする施術所及び柔道整復を業と

　 する施術所を併設している場合は、いずれか１

　 施設に限り支給対象とする。

（２）施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、き

　 ゅう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）

　 第９条の２第１項若しくは同法第９条の３又は柔

　 道整復師法（昭和45年法律第19号）第19条第１

　 項の規定による届出をした施術所をいう。）

（１）助産所

（２）訪問看護ステーション（健康保険法（昭和11年

　法律第70号）第88条第１項に規定する指定訪問

　看護事業者であるものに限る。）

（１）薬局

有床診療所 患者を入院させるための施設を有する診療所 180

無床診療所 患者を入院させるための施設を有しない診療所 90

別表

区分 施設又は事業等 支援金の額（千円）


